
第４号議案 

 

     広島県立歴史民俗資料館管理運営規則及び広島県立歴史博物館管理運営 

規則の一部改正について 

 

 広島県立歴史民俗資料館管理運営規則及び広島県立歴史博物館管理運営規則の一部改正

について，次のとおり提案します。 

 

  平成 30 年２月９日 

 

                   広島県教育委員会教育長  下 﨑  明 

 

１ 改正内容 

休館日である月曜日を祝日により開館した場合，その日後で最も近い平日を休館日とす

る。 

 

２ 改正理由 

展示資料の保存環境の向上，各館の業務効率の向上等 

 

３ 改正案 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  平成 30 年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 



広島県教育委員会規則第 号 
 広島県立歴史民俗資料館管理運営規則及び広島県立歴史博物館管理運営規則の一部を改正

する規則を次のように定める。 

  平成三十年二月 日 
                           広島県教育委員会 

                            教育長 下 﨑  明 

   広島県立歴史民俗資料館管理運営規則及び広島県立歴史博物館管理運営規則の一部 

を改正する規則 
 （広島県立歴史民俗資料館管理運営規則の一部改正） 

第一条 広島県立歴史民俗資料館管理運営規則（昭和五十四年広島県教育委員会規則第六号

）の一部を次のように改正する。 

第三条第一項第一号中「休日」の下に「（以下「休日」という。）」を加え、「日を除

く。」を「ときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日以外の日

」に改める。 
 （広島県立歴史博物館管理運営規則の一部改正） 

第二条 広島県立歴史博物館管理運営規則（平成元年広島県教育委員会規則第九号）の一部

を次のように改正する。 
第三条第一項第一号中「休日」の下に「（以下「休日」という。）」を加え、「日を除

く。」を「ときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日以外の日

」に改める。 
   附 則 

 この教育委員会規則は、平成三十年四月一日から施行する。 

 



広 島 県 立 歴 史 民 俗 資 料 館 管 理 運 営 規 則 （ 昭 和 五 四 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ） 新 旧 対 照 表 

  

改 正 後 改 正 前 

（ 休 館 日 等 ） （ 休 館 日 等 ） 

第 三 条 資 料 館 の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 第 三 条 資 料 館 の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 月 曜 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 。 以 下 「 法

律 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き は 、 そ の 日

後 に お い て そ の 日 に 最 も 近 い 日 曜 日 、 土 曜 日 又 は 休 日 以 外 の 日 ） 

一 月 曜 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 。 以 下 「 法

律 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 休 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 
 

２ ・ ３ （ 略 ） 
 

 



 広 島 県 立 歴 史 博 物 館 管 理 運 営 規 則 （ 平 成 元 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ） 新 旧 対 照 表 

  

改 正 後 改 正 前 

（ 休 館 日 等 ） （ 休 館 日 等 ） 

第 三 条 博 物 館 の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 第 三 条 博 物 館 の 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 月 曜 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 。 以 下 「 法

律 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き は 、 そ の 日

後 に お い て そ の 日 に 最 も 近 い 日 曜 日 、 土 曜 日 又 は 休 日 以 外 の 日 ） 

一 月 曜 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 。 以 下 「 法

律 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 休 日 に 当 た る 日 を 除 く 。 ） 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ） 

 



文　化　施　設 休　館　日

奥田元宋・小由女美術館 第２水曜

辻村寿三郎人形館

（三次市歴史民俗資料館）　
毎週水曜日

文　化　施　設 休　館　日

ふくやま美術館 月曜日（祝休日の場合は翌日）

福山城博物館 月曜日（祝休日の場合は翌日）

ふくやま文学館 月曜日（祝休日の場合は翌日）

福山市人権平和資料館 月曜日（祝休日の場合は翌日）

ふくやま書道美術館 月曜日（祝休日の場合は翌日）

歴　史　系　博　物　館 休館日の取扱状況

鳥取県立博物館 翌平日休館

島根県立古代出雲歴史博物館 翌平日休館

島根県立八雲立つ風土記の丘 翌平日休館

岡山県立博物館 翌平日休館

山口県立山口博物館 翌平日休館

（参考資料） 

広島県立歴史民俗資料館及び広島県立歴史博物館管理運営規則の改正について 

 

休館日が祝日で開館した場合の休館日の取扱状況 
 
１ 勤務の割振状況 
 

①通常の例（現状）      ②月曜開館の例（現状）     ③翌平日休館の例（改正後） 

職員 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
総務 
Ｅ 

総務 
Ｆ 

 職員 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
総務
Ｅ 

総務 
Ｆ 

 職員 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
総務 
Ｅ 

総務
Ｆ 

日 週休 週休   週休  日 週休 週休   週休  日 週休 週休   週休  

月 休 館 日 月 祝日 祝日   祝日  月 祝日 祝日   祝日  

火   週休 週休  週休 火   祝代 祝代  祝代 火 休 館 日 

水       水   週休 週休  週休 水   祝代 祝代  祝代 

木       木   週休 週休  週休 木   週休 週休  週休 

金       金 週休 週休   週休  金       

土       土       土       

  ・全員出勤 ４日／１週間    ・全員出勤 １日／１週間   ・全員出勤 ２日／１週間 

   （事務局 ５日／１週間）    （事務局 ４日／１週間）   （事務局 ４日／１週間） 

 

２ 他の類似施設の状況 
 

①中国地方県立歴史系博物館の状況 

 

 

 

 

 
  （参考）全国立博物館：祝日開館した翌日（又は翌平日） 
       を休館日としている。 
 

  ②周辺文化施設 

  【福山市】                  【三次市】 

 

 

 

 

 

 

  ③県立美術館 

   月曜日が祝日で開館した場合の休館日はなし 

 


